
お金の使い道

５　自立をめざすまちづくり

【まちづくり推進課】 ５，８５５万円 【まちづくり推進課】 １００万円

【まちづくり推進課】 ４４１万円 【まちづくり推進課】 １６８万円

【まちづくり推進課】 ４０万円 【総務課】 ５，２９４万円

【まちづくり推進課】 ４２０万円 【町民生活課】 ５７９万円

【まちづくり推進課】 ９６６万円 【防災管財課】 ６３９万円

　まちづくり人材育成基金を活用し、被爆地への
派遣、中高生アメリカ派遣事業などを行い、優れ
た人材の育成及び確保を進めます。
　・「長崎に学ぶ」中学生平和体験事業
　・中高生アメリカ派遣事業
　・アメリカ語学留学支援事業
　・ワークライフ講座

　美里町の将来の発展及び住みよい豊かなまちづ
くりを推進する経費に充てるため、町の魅力や特
産品についてＰＲし、寄附金を募ります。

非核平和推進事業 行政区長設置事業

　戦争体験が風化し町民の平和に対する意識の低
下が懸念される中、町民に原爆の歴史を伝え、平
和の大切さを周知します。
　・「長崎に学ぶ」中学生派遣事業
　・平和展の開催

　行政区内の実情を把握し、行政の円滑な運営を
図る必要があるため、町内６６行政区に行政区長
を、職務代理者として１人の副行政区長を置くこ
とができます。

定住促進奨励・住宅取得支援事業 地域活動施設整備支援事業

　本町に持家を取得し定住しようとする方又は空
き家を活用しようとする方を支援し、定住の促進
を図るとともに人口減少を抑制します。
・定住促進補助金　基礎額３０万円
・空き家再生補助金　１/２補助（１００万円限
度額）
・空き家バンクの情報提供

　本町の地域住民が自主的に管理及び運営する集
会所の建設、修繕等及び倉庫、物置を設置する事
業の実施に際し、町がその費用の一部を補助し、
施設の充実と地域住民の負担の軽減を図ります。

まちづくり人材育成事業 ふるさと応援寄附金事業

国際交流事業 消費者行政推進事業

　姉妹都市米国ウィノナ市から中学生と高校生を
中心とした訪問団を受け入れ、ホームステイや体
験活動等を通じた交流を行います。また、国際交
流オータムフェスタを開催し、在住外国人との交
流を通じた地域の国際化を推進します。

　自立した消費者の育成と消費者被害を防ぐため
消費者教育と啓発活動を推進し、相談業務により
消費者被害やトラブルにあった人を救済につなげ
ます。

　消費生活相談窓口：月曜日から金曜日まで
　（ただし、休日及び祝日を除く。）

地域づくり支援事業 研修バス事業

　住民が自ら行う地域づくりを推進するため「行
政に頼る」地域づくりから、「自らの責任で主体
的に取り組む」地域づくりへの転換を目的に、町
内の各地域における地域づくりを支援します。

　町が所有するマイクロバスを使い、町、教育委
員会、学校等の各種事業を支援します。また、町
関連団体の研修、行事、大会参加等にもマイクロ
バスを運行します。

※　人件費、施設管理費は、除きます。 －12－
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【税務課】 ２６６万円 【総務課】 ４，８２６万円

【徴収対策課】 ９７９万円 【総務課】 ２４４万円

【議会事務局】 ６５２万円 【総務課】 １，２５９万円

【議会事務局】 １０４万円 【総務課】 １，７６８万円

【総務課】 ４６７万円 【企画財政課】 ４２万円

地域情報化推進事業 就業構造基本調査事業

　地域間の情報格差を是正し、「誰もが、いつで
も、どこでも」必要な情報を迅速に取得し、活用
できる環境の維持に努めます。

　国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及
び地域別の就業構造に関する基礎資料を得るため
に、国勢調査の調査区のうち、国が指定した調査
区について、国の定める方法により選定した調査
区に居住する世帯の１５歳以上の世帯員を対象と
して調査を行います。

　会議録は、図書館で閲覧できるほか、インター
ネットで検索、閲覧ができる「会議録検索システ
ム」を提供しています。また、インターネットに
よる議会映像のライブ中継のほか、録画した映像
を配信しています。

　平成２９年１１月に任期満了となる宮城県知事
の選挙に関する事務を適正に執行します。

議会だより発行事業 町長及び町議会議員選挙事業

　議会の審議内容を住民に分かりやすく知らせる
ことにより、議会と行政に対する住民の関心を高
めると同時に、円滑な自治体運営への理解と協力
を引き出すことにつなげます。情報発信の手段が
多様化する中にあっても、誰でも手に取って読み
返すことができる広報紙を町内の全世帯に配布し
ます。

　平成３０年２月に任期満了となる美里町長及び
美里町議会議員の選挙に関する事務を適正に執行
します。

　未納者に対し納付確認を行うことで納め忘れを
防ぐとともに、納付困難者に対し早期に相談を案
内するなど、累積滞納の未然防止策を講じます。
また、継続して期限内納付を勧奨することで、町
税及び町の債権の新規滞納者の発生を抑止しま
す。

　職員個々の能力を開発、伸長して職務遂行のス
キル向上を図ります（組織力の向上）。また、社
会に役立つ能力を養うために、自主的に学ぶ職員
を支援します（キャリア形成のための支援）。

議会会議録等公開事業 宮城県知事選挙事業

町税収納向上対策事業 庁内情報化推進事業

　納税の公正、公平性と自主財源である町税の安
定的な収納を確保するため未納の解消に努め、滞
納世帯及び滞納額を縮減するとともに、新規未納
世帯の増加を防止する。併せて、納税貯蓄組合、
口座振替及びコンビニエンスストアでの納付によ
る収納確保に努め、収納率向上を図ります。

　行政を取り巻く諸情勢の変化に的確かつ迅速に
対応するため、情報システム機器の安定した運用
とその保守管理を行うとともに情報セキュリティ
対策を行い、情報資産の安全性を確保します。

納付推進事業 職員研修事業
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